
 

 

平成 30年８月 10日 

各 位 

会 社 名 株式会社ウイルプラスホールディングス 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長   成  瀬  隆  章 

 （コード番号：3538 東証第一部） 

問合せ先 常務取締役管理本部長  柴田  学爾 

 （TEL.03-5730-0589） 

 

剰余金の配当に関するお知らせ  

 

 当社は、平成 30 年８月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 30 年６月 30 日を基準日とする

剰余金の配当を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．期末配当の内容 

 決定額 
直近の配当予想 

（平成 29年 10 月２日） 

前期実績 

（平成 29年６月期） 

基 準 日 平成 30年６月 30日 平成 30年６月 30日 平成 29年６月 30日 

１ 株 当 た り 配 当 金 ８円 20銭 ７円 50銭 19円 00銭 

配 当 金 総 額 76 百万円 ― 87 百万円 

効 力 発 生 日 平成 30年９月 28日 ― 平成 29年９月 29日 

配 当 原 資 利益剰余金 ― 利益剰余金 

（注）当社は、平成 29 年 11 月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

平成 29年６月期は株式分割前、平成 30年６月期は株式分割後の１株当たり配当金の額を記載しておりま 

す。 

 

２．配当修正の理由 

当社は、株主の皆様に対する配当政策を経営の重要課題の一つと位置づけており、企業価値向上のための

内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

当社は、会社法第 459 条第１項各号の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うこと

ができる旨を定款に定めております。 

平成 30年６月期通期の連結業績が、平成 29 年８月 10 日に発表した予想を上回ることになったことから、

本日開催した取締役会で平成 30年６月期の期末配当を平成 29年 10月２日に公表した１株当たり７円 50銭

から 70銭増配し８円 20銭とすることを決議いたしました。 

 

以 上 


